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          令和５年第２回美郷町議会定例会 

議 事 日 程 （第５号） 

 

令和５年３月１６日（木曜日）午前１０時開議 

 

    議案審議（委員長報告～討論～表決） 

第 １ 議案第２４号 令和５年度美郷町一般会計予算 

第 ２ 議案第２５号 令和５年度美郷町国民健康保険特別会計予算 

第 ３ 議案第２６号 令和５年度美郷町下水道事業特別会計予算 

第 ４ 議案第２７号 令和５年度美郷町農業集落排水事業特別会計予算 

第 ５ 議案第２８号 令和５年度美郷町後期高齢者医療特別会計予算 

第 ６ 議案第２９号 令和５年度美郷町水道事業会計予算 

    陳情等審議（委員長報告～質疑～討論～表決） 

第 ７ 陳情第１３号 学校部活動の地域移行に関する陳情書 

第 ８ 陳情第１７号 日本全体で解決すべき問題として、普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く 

           空・水・土の安全保障を求める陳情 

第 ９ 陳情第１８号 「最低賃金の改善を求める意見書」の採択を求める陳情書 

第１０ 陳情第１９号 最低賃金の改善にあたり、「中小企業・零細企業支援の拡充を求める意見 

           書」の採択を求める陳情書 

第１１ 陳情第２０号 消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求める陳情 

           書 

    追加議案審議 

追加日程第１ 発議第 ２号 最低賃金の改善を求める意見書の提出について 

追加日程第２ 発議第 ３号 最低賃金の改善にあたり中小企業・零細企業支援の拡充を求める意見 

              書」の提出について 

追加日程第３ 発議第 ４号 「特定商取引法平成２８年改正における５年後見直しに基づく同法の 

              抜本的改正」を求める意見書の提出について 

追加日程第４ 閉会中の継続審査及び継続調査について 

 

本日の会議に付した事件 
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          ◎開議の宣告 

○議長（森元淑雄君） おはようございます。 

  定刻並びに出席議員が定足数に達しておりますので、会議を再開いたします。 

  本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に差し上げております日程表により行います。 

（午前１０時００分） 

 

  
◎議案第２４号から議案第２９号の委員長報告、討論、表決 

○議長（森元淑雄君） 日程第１、議案第24号から日程第６、議案第29号までの６件を会議規則第

37条の規定により一括議題といたします。 

  この議案の審査方を予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。予

算特別委員会委員長、鈴木良勝君、登壇願います。 

          （予算特別委員長 鈴木良勝君 登壇） 

○予算特別委員長（鈴木良勝君） おはようございます。 

  ３月７日本会議において当委員会に審査を付託されました、議案第24号から議案第29号までの

６議案の審査経過と結果をご報告いたします。 

  ３月８日午前10時より、委員15名全員が出席し、議案第24号 令和５年度美郷町一般会計予算

について審査を行いました。 

  初めに、歳入について。 

  町税関係では、個人町民税算定に係る各所得の見込み、固定資産税の土地建物償却資産の構成

割合、町税の収納率の見込みと予算計上割合、収納対策についての質疑があり、それぞれ所要の

説明を受けました。 

  使用料関係では、雁の里施設使用料及びパークゴルフ場使用料の実績と予算計上についての質

疑があり、それぞれ所要の説明を受けました。 

  財産収入関係では、立木売払収入についての質疑があり、所要の説明を受けました。 

  諸収入関係では、地元対策負担金及びネーミングライツ収入の内容について質疑があり、それ

ぞれ所要の説明を受けました。 

  町債関係では、脱炭素化推進事業債の概要と有利性についての質疑があり、所要の説明を受け
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ました。 

  次に、歳出について。 

  総務費関係では、「町の花・木・鳥・魚」の絵画制作、乗合タクシーの登録者数、運行見込数、

結婚新生活支援助成金の年齢要件、町政お気づきモニターの活動、環境配慮型美郷暮らしの整備

事業の概要、ＬＩＮＥアプリを活用した情報発信の内容、雪下ろし等支援事業委託料の内容につ

いての質疑があり、それぞれ所要の説明を受けました。 

  民生費では、高齢者福祉費減額の理由、敬老会記念品をなくす経緯、福祉サービス利用料助成

金の内容、子ども子育て支援拠点創設事業の概要について質疑があり、それぞれ所要の説明を受

けました。 

  衛生費では、出産・子育て支援アプリの内容、メンタルヘルスサポーターの養成講座と自主活

動の内容、新たなプラスチック資源循環に向けた実証実験の内容について質疑があり、それぞれ

所要の説明を受けました。 

  農林水産業費では、緩衝帯整備業務の内容、６次産業化支援事業の年齢要件、新規就農者支援

事業の予算計上について、道の駅管理委託料の内容、県営基盤整備事業調査計画費負担金の対象

となる受益面積とほ場整備完了後のほ場整備率、多面的機能支払交付金に取り組んでいない割合

について質疑があり、それぞれ所要の説明を受けました。 

  商工費では、秋田空港市町村情報コーナーの使用料、商工会商工業総合振興事業費補助金の商

談会参加支援の内容、インターネット販売販路開拓支援事業補助金の減額理由、名水市場湧太郎

観光案内休憩所改修工事の財源と訪問者数の把握について、観光業務委託料の内容、藤清水周辺

遊歩道藤棚改修工事の内容、イベント等開催補助金の内訳と予算計上について、温泉運営費補助

金の内容と指定管理者への指導監督について質疑があり、それぞれ所要の説明を受けました。 

  土木費では、路面標示工事の内容と発注について、町民の森管理棟屋根塗装工事の内容、潟尻

公園施設解体工事及び小安門地内駐車場あずまや等撤去工事の内容と工事後の利用について質疑

があり、それぞれ所要の説明を受けました。 

  教育費では、部活動地域移行の関連予算について、児童・生徒に配付する新聞の選定について、

美郷中学校の防犯カメラ設置時期とその効果、車両降車時置き去り防止装置の設置時期、奨学金

返還助成金の内容と対象者数、チャレンジデー開催の有無、コロナが収束しても再開しないスポ

ーツイベントの有無について質疑があり、それぞれ所要の説明を受けました。 

  給与費明細書では、人件費増額の理由について質疑があり、所要の説明を受けました。 

  質疑終了後、議案第24号に対する討論を行ったところ、反対討論がありました。 
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  その後、起立による採決を行った結果、議案第24号 令和５年度美郷町一般会計予算について

は、賛成多数で原案のとおり可決と報告すべきものと決し、初日の審査を終了しました。 

  翌３月９日、委員15名全員が出席し、議案第25号から議案第28号までの４つの特別会計予算及

び議案第29号の水道事業会計予算について審査を行いました。 

  議案第25号 令和５年度美郷町国民健康保険特別会計予算の審査では、歳入については、被保

険者数の減少や被保険者の所得状況の見込み、国民健康保険税の収納率とその向上対策、未就学

児均等割保険料繰入金の人数について質疑があり、それぞれ所要の説明を受けました。 

  歳出については、療養給付費減額の要因について質疑があり、所要の説明を受けました。 

  次に、議案第26号 令和５年度美郷町下水道事業特別会計予算、議案第27号 令和５年度美郷

町農業集落排水事業特別会計予算及び議案第28号 令和５年度美郷町後期高齢者医療特別会計予

算ついては、質疑がありませんでした。 

  次に、議案第29号 令和５年度美郷町水道事業会計予算の審査では、令和５年10月から施行さ

れるインボイス制度の影響と対応、水道有収率についての質疑があり、それぞれ所要の説明を受

けました。 

  質疑終了後、ただちに討論、採決を行った結果、議案第25号から議案第29号についての討論は

なく、その後、議案ごとに起立による採決を行った結果、議案第25号から議案第29号までの各会

計予算は、いずれも全員賛成で原案のとおり可決と報告すべきものと決しました。 

  以上、ご報告申し上げます。 

○議長（森元淑雄君） お諮りします。ただいまの報告については、会議規則第43条の規定による

質疑を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 異議なしと認めます。 

  ただいま議題となっております案件中、議案第24号について、これより討論を行います。討論

ありませんか。（「10番」の声あり）10番、賛成討論ですか、反対討論ですか。（「反対です」

の声あり）６番議員、反対討論ですか。（「賛成です」の声あり） 

  まず、原案に反対者の発言を許します。10番、泉 美和子君、登壇願います。 

          （１０番 泉 美和子君 登壇） 

○１０番（泉 美和子君） 議案第24号 令和５年度美郷町一般会計予算に反対の立場から討論い

たします。 

  国の2023年度の地方財政計画は、マイナンバー予算を初めとするデジタル田園都市構想推進、
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公立病院ガイドラインによる地域医療構想、病院統廃合の促進、公的サービスの産業化などを引

き続き地方自治体に押しつけるものとなっています。町の新年度予算は、こうしたことに基づい

たものであり、賛成できません。 

  新年度予算における子供子育て支援拠点施設の整備を初めとする新たな子育て支援充実策や、

住宅リフォーム事業補助金の引上げ、さらに新たに帯状疱疹予防接種の助成を行うことなどは、

住民要望を反映したものであり、評価するものです。しかし、敬老会の記念品の廃止や職員の削

減、マイナンバーカード推進などの予算には賛成できません。 

  国は、デジタル化を推進し、マイナンバーカードの普及を、任意とはいえ実質義務化の方向で

強引に推し進めています。デジタル化が行政の利便性向上に資することを否定するものではなく、

デジタル技術の普及そのものに反対ではありません。しかし、国が進めるデジタル化は、巨額の

税金を投入し、行政サービスの後退や財界への利益誘導と官民癒着の拡大を招く一方、国民には

個人情報漏えいの危険や負担増、給付削減が押しつけられる恐れがあります。国の施策に基づく

ものとはいえ、住民の利益を考えた場合、賛成できません。 

  物価高騰と社会保障の負担増で、住民の暮らしは厳しくなっています。住民の命と暮らしを守

るための施策のさらなる充実を求めて討論といたします。 

○議長（森元淑雄君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。６番、高橋邦武君、登壇願います。 

          （６番 高橋邦武君 登壇） 

○６番（高橋邦武君） 私は、議案第24号 令和５年度美郷町一般会計予算に賛成の立場から討論

いたします。 

  令和５年度は、第３次美郷町総合計画の２年度目に当たり、本予算案は、まちづくりの将来像

「“美郷らしさ”を誇り、語りたくなるまち」の実現に向けて、各種施策を計画的に展開すると

ともに、様々な状況の変化に適切に対応していくものと存じます。 

  まず、歳入についてですが、町税の大勢を成す町民税と固定資産税が前年度を上回る見込みで

あり、町税全体では4.2％の増加、また地方交付税は2.6％の増加となっております。町債は

31.5％の増加を見込んでおりますが、新たに創設された脱炭素化推進事業債を活用するなど、有

利な起債を事業ごとに選択しております。 

  続いて、歳出についてですが、にぎわいで活気があふれるまちを目指して、名水市場湧太郎及

び観光案内休憩所の改修工事や町ラベンダー園の土壌改良工事を実施するとともに、定住移住支

援の強化や体験型・滞在型観光の充実を図ることとしております。 

  また、健康で元気に暮らせるまちについては、自動車運転免許証を持たない高齢者に、一般タ
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クシーやバス代にも利用できる助成券を交付するほか、出産、子ども子育て支援の充実を図るこ

ととしております。 

  さらに、地域産業や農業の振興強化、教育環境や生涯学習の充実、デジタル化や脱炭素化の推

進、防災など、安全安心対策の充実等につながる取組が予算配分されており、まちづくりの目標

を達成するためのバランスがとれた、めり張りのきいた予算であると思慮されます。 

  一方、財政健全化の取組に沿った予算としておりますが、大曲仙北広域市町村圏組合が実施す

る新南部斎場建設事業及び新中央し尿処理センター建設事業に伴う負担金があり、プライマリー

バランスの黒字化を意識した財政運営に引き続き留意する必要があります。 

  最後に、美郷町合併20周年に向けた準備は、新型コロナウイルス感染症への対応などの取組も

あり、町長をはじめ全ての職員には、ウィズコロナの認識の下、健康に留意しながら、意識のア

ンテナを高く張り、攻めの姿勢で町政を推進されますことを期待しております。 

  以上のことから、議案に賛成するものであります。 

○議長（森元淑雄君） ほかに討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） これで討論を終わります。 

  議案第24号 令和５年度美郷町一般会計予算について、これより採決いたします。この採決は起

立によって行います。 

  本案に対する委員長報告は、可決とするものです。 

  お諮りします。議案第24号について、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求め

ます。 

          （賛成者１４名） 

○議長（森元淑雄君） 起立多数です。よって、議案第24号 令和５年度美郷町一般会計予算は委員

長の報告のとおり可決されました。 

  ただいま議題となっております案件中、議案第25号について、これより討論を行います。討論あ

りませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 討論なしと認めます。 

  議案第25号 令和５年度美郷町国民健康保険特別会計予算について、これより採決いたします。 

  お諮りします。議案第25号について、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありません

か。 
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          （「異議なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 異議なしと認めます。よって、議案第25号 令和５年度美郷町国民健康保険

特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

  ただいま議題となっております案件中、議案第26号について、これより討論を行います。討論あ

りませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 討論なしと認めます。 

  議案第26号 令和５年度美郷町下水道事業特別会計予算について、これより採決いたします。 

  お諮りします。議案第26号について、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありません

か。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 異議なしと認めます。よって、議案第26号 令和５年度美郷町下水道事業特

別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

  ただいま議題となっております案件中、議案第27号について、これより討論を行います。討論あ

りませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 討論なしと認めます。 

  議案第27号 令和５年度美郷町農業集落排水事業特別会計予算について、これより採決いたしま

す。 

  お諮りします。議案第27号について、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありません

か。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 異議なしと認めます。よって、議案第27号 令和５年度美郷町農業集落排水

事業特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

  ただいま議題となっております案件中、議案第28号について、これより討論を行います。討論あ

りませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 討論なしと認めます。 

  議案第28号 令和５年度美郷町後期高齢者医療特別会計予算について、これより採決いたしま

す。 
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  お諮りします。議案第28号について、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありません

か。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 異議なしと認めます。よって、議案第28号 令和５年度美郷町後期高齢者医

療特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

  ただいま議題となっております案件中、議案第29号について、これより討論を行います。討論あ

りませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 討論なしと認めます。 

  議案第29号 令和５年度美郷町水道事業会計予算について、これより採決いたします。 

  お諮りします。議案第29号について、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありません

か。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 異議なしと認めます。よって、議案第29号 令和５年度美郷町水道事業会計

予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 

 

◎陳情第１３号の委員長報告、質疑、討論、表決 

○議長（森元淑雄君） 日程第７、陳情第13号 学校部活動の地域移行に関する陳情書を議題といた

します。 

  この陳情の審査方を教育民生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。

教育民生常任委員長、泉 美和子君、登壇願います。 

          （教育民生常任委員長 泉 美和子君 登壇） 

○教育民生常任委員長（泉 美和子君） 令和４年12月５日の第10回定例会本会議において、当委

員会に審査を付託され、継続審査となっておりました陳情第13号 学校部活動の地域移行に関す

る陳情書の審査経過と結果をご報告いたします。 

  ３月10日、委員８名が出席し、当委員会を開催して、慎重に審査いたしました。 

  陳情の審査では、願意は理解できるが、採択して意見書を提出するまでには至らないと思う。

もう少し状況を見たほうがいい。簡単に結論を出せない問題だ。今すぐ採択、不採択ということ

にはならない。子供、関係者の意見を十分に聞いて地域移行を実施することは理解できる。しか

し、部活動を含む教員の全ての業務を勤務時間内に収める取組も推進することという意見は、こ
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の陳情書に含めていいのか気になるところである。今動いているところなので、意見書を上げる

までもないなどの意見がありました。 

  採決したところ、趣旨採択とすべきもの５人、不採択とすべきもの１人、継続審査とすべきも

の１人となり、趣旨採択とすべきものと決しました。 

  以上、ご報告いたします。 

○議長（森元淑雄君） ただいまの委員長報告に対して質疑を行います。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 質疑なしと認めます。 

  陳情第13号について、これより討論を行います。討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 討論なしと認めます。 

  陳情第13号について、これより採決いたします。 

  この陳情に対する委員長の報告は趣旨採択です。 

  お諮りします。陳情第13号について、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありません

か。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 異議なしと認めます。よって、陳情第13号 学校部活動の地域移行に関する

陳情書は、委員長の報告のとおり趣旨採択することに決しました。 

 

  
◎陳情第１７号から陳情第２０号の委員長報告、質疑、討論、表決 

○議長（森元淑雄君） 日程第８、陳情第17号から日程第11、陳情第20号までを会議規則第37条の

規定により一括議題といたします。 

  この陳情の審査方を総務産業常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。総務産業常任委員長、村田 薫君、登壇願います。 

          （総務産業常任委員長 村田 薫君 登壇） 

○総務産業常任委員長（村田 薫君） 報告いたします。 

  令和５年３月１日の第２回定例会本会議において、当委員会に審査を付託されました陳情第17

号、第18号、第19号及び第20号の審査経過と結果をご報告申し上げます。 

  ３月７日、委員８名が出席し、当委員会を開催して慎重に審査いたしました。 

  初めに、陳情第17号 日本全体で解決すべき問題として、普天間基地周辺の子どもたちを取り巻
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く空・水・土の安全保障を求める陳情の審査では、学校上空の飛行禁止は、米軍に対して宜野湾市

でも改善を求めているし、土壌の入替えについても、環境省が専門家会議を設けていることにして

いる。また、普天間から辺野古への基地移転が決まっており、国と沖縄県で係争中ではあるが、将

来的には安全が保障されている。普天間第二小は、普天間基地内に隣接し、移転の計画があった

が、反基地運動を展開する市民団体の抵抗があったため、移転が頓挫した経緯がある。反基地運動

がすり替わり子供を盾にしているように感じる。願意は妥当であるが、これは日本政府あるいは沖

縄県で努力して解決できる問題だと思う。危険なことは除去して安全を守るのが国や自治体の役目

だと思う。最後に、我々が学校上空を飛行禁止にせよとは、一概には言えないなどの意見がありま

した。 

  採決したところ、採択とすべきもの１人、趣旨採択とすべきもの４人、不採択とすべきもの２人

となり、趣旨採択すべきものと決しました。 

  次に、陳情第18号 「最低賃金の改善を求める意見書」の採択を求める陳情書の審査では、１つ

目として、物価高騰に対応するため賃金を上げなければならないという議論が高まってきていると

感じている。ＧＤＰの６割を占める国民の消費購買力を引き上げるには、賃金の底上げを図ること

が必要なのは理解できる。また、特に若年層で、最低賃金が低い地方から高い地域に流出している

状況があるので、地方最低賃金審議会において、一律で賃金の改定を行うべきではないか。最低賃

金が低いことが人口減少の一因でもあると思う。国内企業の８割以上は中小零細企業であり、原材

料、燃料等が高騰している中、取引の関係で、料金や価格に反映できていない。願意は理解できる

が、もう少し経済が上向いてからでいいのではないか。地域別の最低賃金は地域の実情によるもの

である。陳情にある時給1500円だとすると、中小企業が多い秋田県の企業は立ち行かなくなり、倒

産してしまうなどの意見がありました。 

  採択したところ、採択とすべきもの４人、趣旨採択とすべきもの３人となり、採択とすべきもの

と決しました。 

  次に、陳情第19号 最低賃金の改善にあたり、「中小企業・零細企業支援の拡充を求める意見

書」の採択を求める陳情書の採択を求める陳情書の審査では、１つ目として、中小零細企業支援の

拡充は同意しづらい。基本的に保護政策を強めないほうがいいと考えている。例えば、経済規模の

拡大や、成長の可能性がある新興企業などに支援し、産業の新陳代謝を促す政策を行い、全体的に

最低賃金が上がる方向でいけばいいのではないか。最低賃金を引き上げるためには、中小零細企業

の支援が必要だということはもっともだと思う。陳情第18号と連動する部分があるので、国で企業

を支援して日本経済の底上げを図るべきだ。最低賃金の地域間格差をなくすことは大事だと思う。
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しかし、単価改善などは、いつの時代も企業努力によって行われている。秋田県で最低賃金を上げ

ておくことは必須であり、その裏づけとしてこのような企業支援は必要である。最後に、地域の中

小零細企業の営業を改善するためには、地域循環型経済の確立に期待したいなどの意見がありまし

た。 

  採決したところ、採択とすべきもの５人、不採択とすべきもの２人となり、採択すべきものと決

しました。 

  次に、陳情第20号 消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求める陳情

書の審査では、最初に、消費生活相談も高止まりが続いている状況であり、特に高齢者が悪質商法

のターゲットにされている。また、若年層にマルチ取引の被害もあるので、法改正は必要である。

国はこれまで法改正で対応してきたが、まだまだ巧妙な犯罪が発生しており、さらなる法改正が必

要である。携帯電話にメールなどで商品の売り込みが来る。若い方は理解できると思うが、理解で

きない方もおり、そういった被害は避けなければいけないなどの意見がありました。 

  採決したところ、採択とすべきもの７人となり、全会一致で採択すべきものと決しました。 

  以上、ご報告申し上げます。 

○議長（森元淑雄君） ただいまの委員長報告に対して質疑を行います。質疑は、陳情番号を述べて

からお願いします。質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 質疑なしと認めます。 

  ただいま議題となっております案件中、陳情第17号について、これより討論を行います。討論あ

りませんか。10番、反対討論ですか。（「反対です」の声あり） 

  まず、原案に反対者の発言を許します。10番、泉 美和子君、登壇願います。 

          （１０番 泉 美和子君 登壇） 

○１０番（泉 美和子君） 陳情第17号について、賛成の立場から討論いたします。 

  基地が集中している沖縄の子供たちの命を、基地の被害から守るための陳情だと思います。ぜひ

採択して、意見書を提出すべきと思いますので、委員長報告には反対いたします。 

○議長（森元淑雄君） ほかに討論ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） これで討論を終わります。 

  陳情第17号について、これより採決いたします。この採決は起立によって行います。 

  この陳情に対する委員長の報告は、趣旨採択です。 
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  お諮りします。陳情第17号を、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めま

す。 

          （賛成者１２名） 

○議長（森元淑雄君） 起立多数です。よって、陳情第17号については委員長の報告のとおり趣旨採

択することに決しました。 

  ただいま議題となっております案件中、陳情第18号について、これより討論を行います。討論あ

りませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 討論なしと認めます。 

  陳情第18号について、これより採決いたします。 

  この陳情に対する委員長の報告は、採択です。 

  お諮りします。陳情第18号について、委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 異議なしと認めます。よって、陳情第18号 「最低賃金の改善を求める意見

書」の採択を求める陳情書は、委員長の報告のとおり採択することに決しました。 

  ただいま議題となっております案件中、陳情第19号について、これより討論を行います。討論あ

りませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 討論なしと認めます。 

  陳情第19号について、これより採決いたします。 

  この陳情に対する委員長の報告は、採択です。 

  お諮りします。陳情第19号について、委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 異議なしと認めます。よって、陳情第19号 「最低賃金の改善にあたり中小

企業・零細企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書は、委員長の報告のとおり採択

することに決しました。 

  ただいま議題となっております案件中、陳情第20号について、これより討論を行います。討論あ

りませんか。 

          （「なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 討論なしと認めます。 
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  陳情第20号について、これより採決いたします。 

  この陳情に対する委員長の報告は、採択です。 

  お諮りします。陳情第20号について、委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 異議なしと認めます。よって、陳情第20号 消費者被害を防止、救済するた

め特定商取引法の抜本的法改正を求める陳情書は、委員長の報告のとおり採択することに決しまし

た。 

  暫時休憩いたします。 

（午前１０時４０分） 

 

  
（午前１０時４１分） 

○議長（森元淑雄君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ただいま配付しました追加議事日程表のとおり案件が提出されております。これを日程に追加し

たいと思いますが、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 異議なしと認め、日程に追加して議題とすることに決定いたしました。 

  暫時休憩いたします。 

（午前１０時４１分） 

 

  
（午前１０時４２分） 

○議長（森元淑雄君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 

 

◎発議第２号の上程、表決 

○議長（森元淑雄君） 追加日程第１、発議第２号 最低賃金の改善を求める意見書の提出について

を上程し、議題といたします。 

  発議案の朗読は省略いたします。 

  お諮りします。ただいまの発議については、会議規則第39条第３項の規定により説明を省略し、

質疑、討論も省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 
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○議長（森元淑雄君） 異議なしと認めます。 

  発議第２号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。議案第２号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 異議なしと認めます。よって、発議第２号 「最低賃金の改善を求める意見

書」の提出については、原案のとおり決しました。 

 

 

◎発議第３号の上程、表決 

○議長（森元淑雄君） 追加日程第２、発議第３号 「最低賃金の改善にあたり中小企業・零細企業

支援の拡充を求める意見書」の提出についてを上程し、議題といたします。 

  発議案の朗読は省略いたします。 

  お諮りします。ただいまの発議については、会議規則第39条第３項の規定により説明を省略し、

質疑、討論も省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 異議なしと認めます。 

  発議第３号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。発議第３号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 異議なしと認めます。よって、発議第３号 「最低賃金の改善にあたり中小

企業・零細企業支援の拡充を求める意見書」の提出については、原案のとおり決しました。 

 

 

◎発議第４号の上程、表決 

○議長（森元淑雄君） 追加日程第３、発議第４号 「特定商取引法平成28年改正における５年後見

直しに基づく同法の抜本的改正」を求める意見書の提出についてを上程し、議題といたします。 

  発議案の朗読は省略いたします。 

  お諮りします。ただいまの発議については、会議規則第39条第３項の規定により説明を省略し、

質疑、討論も省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 異議なしと認めます。 
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  発議第４号について、これより採決いたします。 

  お諮りします。発議第４号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 異議なしと認めます。よって、発議第４号 「特定商取引法平成28年改正に

おける５年後見直しに基づく同法の抜本的改正」を求める意見書の提出については、原案のとおり

決しました。 

 

 

◎閉会中の継続審査及び継続調査について 

○議長（森元淑雄君） 追加日程第４、閉会中の継続審査及び継続調査についてを議題といたしま

す。 

  議会運営委員会委員長、教育民生常任委員会委員長及び議会広報常任委員会委員長より審査中

の事件等について、会議規則第75条の規定により、お手元に配付しておりますとおり閉会中の継

続審査及び継続調査の申出がありました。 

  お諮りします。各委員長からの申出のとおり決定することにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

○議長（森元淑雄君） 異議なしと認めます。よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継

続審査及び継続調査とすることに決定いたしました。 

 

  
          ◎閉会の宣告 

○議長（森元淑雄君） 以上で、今定例会に上程されました議案の審議は全てを終了いたしました。 

  会議を閉じます。 

  これをもちまして、令和５年第２回美郷町議会定例会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

                                  （午前１０時４７分） 
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